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１．早稲田大学とダイバーシティ・男女共同参画 

齋藤 美穂 

人間科学学術院教授 

 

１．はじめに 

本講座の財源となっている WSC メンバーズ基金とは、本学の教育・研究活動に伴う各種事業へ

の財政的支出のための寄付会員制度であるWASEDAサポーターズクラブの寄付金を基に創設され

た。本日はその講座の初回にあたるが、校友の期待も大きい本講座でダイバーシティ社会に向けた

新しい知の創造を学んでほしい。この授業をきっかけに皆さん自身がどのような社会を作りたいか

を考えてもらうことが本講座の目的である。 

 

２．早稲田における女性への教育機会開放 

 本学の創始者である大隈重信は、日本の女子教育の先鞭をつけた人物でもあった。下左は 1900

年頃日本女子大学校舎の建設現場での写真である。日本女子大の創設者成瀬仁蔵と並んで創立委員

長を務めた大隈が写っている。なお中央の女性はNHK連続テレビ小説「あさが来た」の主人公と

して注目された広岡浅子である。右は女子学生を前に「新時代の女子教育」について講演中の大隈

である。大隈は演説が大変上手かったと言われているが、女性たちが聞き入っている様子がうかが

える。  

 

少し大隈の女子教育論を紹介したい。「男女複本位論」1では社会の進歩や文化の向上を望むなら

ば男女平等が必要だとし、「女子は天性相当に優れた能力を持って居乍らも、不幸にして教育の機会

を十分与えられない」ため「本来持つ美点や長所を思うように発揮すること」ができず、「わが国の

力は半ば減殺されたも同然」とし「今後は女子にも、進んで高等教育を与え（中略）力を正当に伸

ばさねばならぬ」と述べている。当時は男子には中学校、高等学校、帝国大学への進学ルートがあ

ったが、女子は高等女学校卒業後は女子大学校または女子高等師範学校への進学ルートしかなく、

男性と同等の高等教育を受けることはできなかった。明治期の福沢諭吉の女子教育論には良妻賢母

的傾向がみられるが、大隈の女子教育論はより積極的意味を持っておりこれが日本女子大学創立委

員長就任などへつながったといえる。また本学では、日本野球の父といわれる阿部磯雄、第三代総

                                                   
1大隈候八十五年史編纂会『大隈候八十五年史』第二巻、1926年、698-699ページ。 
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長の高田早苗など、女子教育を積極的に進めた人物が存在する。特に高田は文部大臣であった 1915

年に女性の大学教育制度化構想

を発表した。このように早稲田

大学には開学当初から女性の高

等教育を推奨しようとする人物

がいたのである。 

本学における女性への教育機

会開放の歴史をみると、1919

年に学部学生として門戸開放を

計画したのを出発点とし、1921

年に聴講生として女性の学習を

認めた。1939年に日本の総合大

学では初めて全学部を女性に開

放し 4人の女性が入学、戦後は

1949 年から新学制による男女

機会均等の入学が始まり現在に

至っている。   

 

３．男女共同参画社会とは 

 男女共同参画社会とは「男女

が、社会の対等な構成員として、

自らの意志によって社会のあら

ゆる分野における活動に参画す

る機会が確保され、もって男女

が均等に政治的、経済的、社会

的及び文化的利益を享受するこ

とができ、かつ、共に責任を担

う」社会と定義される（男女共

同参画社会基本法第二条）。戦後

の男女平等は、日本国憲法による法の下の平等や参政権など、まず形式的な男女平等の達成から始

まった。その後、女性差別撤廃条約批准、男女雇用機会均等法制定など男女差別の禁止を進められ、

現在は男女共同参画社会基本法制定に示されるように意思決定への平等な参加を目指している。 

しかし国際的にみると日本の女性の社会参画は先進国中の最下位に位置する。その国における男

女格差をあらわすジェンダーギャップ指数（2014年）では、日本の順位は 142ヵ国中 104位であ

る。日本の男女格差が大きい理由は、国会議員など政治的意思決定の場などでの女性割合が低いこ

とである。『平成 27 年版男女共同参画白書』によると国会議員の女性割合は衆議院議員で 9.5％、

参議院で 15.7％。管理職の女性割合は、国家公務員本省課長相当職以上で 3.3％。100 人以上の民

間企業では、課長相当職 9.2％、部長相当職は 6.0％である。さらに日本では育児期間中の就労率が

低いうえに、育児後に再就職する女性の多くが非正規雇用である。そのため男女の賃金格差は男性

を 100 とした場合、女性は 72.2 と先進国のなかで極めて大きい。また男女の固定的な役割分担意
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識も強い。 

こうした状況を改善するため 1999 年に男女共同参画社会基本法が制定され、男女共同参画基本

計画が策定されてきた。特に第 3次計画では、科学技術・学術分野における男女共同参画の推進が

掲げられ、教授職と女性研究者採用の目標数値が定められた。 

2015年には女性活躍推進法が成立した。女性活躍推進法は国や地方公共団体、企業などに対して

①女性活躍に関する状況把握・課題分析、②行動計画策定・届出・公表など、③情報公開を義務付

けた。また第 4次男女共同参画基本計画でも、大学における目標値が定められている。しかし日本

の研究者の女性割合は 2014年現在 14.6％と諸外国よりもかなり低位であり、大学における男女共

同参画の推進が急務とされている。 

早稲田大学も 2016年から 2020年までの一般事業主行動計画を策定し、目標として、①任期の定

めのない教員採用者数における女性比率の向上－大学全体の採用比率を 20％にする、②管理職全体

における女性比率の向上－5年後の女性管理職を 15％以上とする、を掲げている。 

 大学における男女共同参画の重要性については以下の 3点を指摘できる。 

第一は科学・学術の発展と深化である。誰が科学に携わったかは極めて重要な問題であり、女性

を筆頭に高齢者や障害を持つ方なども含め多様な人材が集うことによって豊かな学問的発展が生ま

れる。 

第二は社会にとって有用な学問形成である。多様な人々が取り組む学術世界は社会に豊かな貢献

をもたらす。大学には男女共同参画やダイバーシティを推進する使命がある。 

第三は教育・研究環境の改善整備が進むことである。女性にとっての障壁を取り除くことは男性

の学問研究の阻害要因をなくすことにつながる。 

 

４．本学における男女共同参画の現状と推進策 

 2015 年度現在の学部と大学院を合わせた総学生数は 52,031 人、内女子学生は 18,910 人（女子

学生割合 36.3％）である。18,910 人という女子学生数は実は日本最大規模であり、今日の早稲田

大学は日本最大規模の女性の高等教育機関であるといえる。しかし学部別にみると偏りがあり、理

工系の女子学生割合は低い。教員の女性割合を資格別にみると常勤で 12.3％、有期常勤が 26.6％、

非常勤教員が 27.6％と常勤の選任教員の増加が課題である。また専任職員の女性管理職率も低い。 

 

こうした現状を解消するため本学では、

創立 125周年にあたる 2007年に男女共

同参画推進室を発足、男女共同参画宣言

を発表した。2008年には男女共同参画基

本計画を策定し、女性専任教員、職員及

び女性管理職比率の向上、キャリア初期

研究者支援、女子学生の進学・就職支援、

人権・ジェンダー・労働に関わる教育研

究推進等に取り組むこととし、保育施設

などを整備した。2012年には本学の中・

長期計画であるWaseda Vision150の革

新戦略「進化する大学の仕組みの創設」
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として男女共同参画・ダイバーシテ

ィ推進を掲げており、2032年までに

学生と職員は 50％、教員は 30％を

女性とするという数値目標を立てて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．国際化・ダイバーシティ推進 

 一方、国際化に関しては本学は最も進んでいる大学の一つといってよい。明治期からアジアから

の留学生を積極的に受け入れ、アジア圏では東大に並ぶ知名度があり、約 5,000人という留学生数

は日本一である。また障害学生の受け入れにも積極的であり、2006年に障がい学生支援室を設置、

身体障害学生の全学的支援を開始し、2014年には発達障害学生支援を開始した。さらに全学的に教

職員採用に関する平等原則を申し合わせた。この申し合わせは採用時には必ず掲げられている。 

  

教員採用についての申し合わせ（2014.7.4学術院長会） 

  早稲田大学は創設当初から国際化と女子教育の重要性に留意してきたが、世界の流れの中で 

本学のダイバーシティのあり方も国際水準に合致させるために、以下のことを改めて確認する。 

早稲田大学は、教員採用・昇進の人事考査において、国籍、性別、信条、障害を理由とするい 

かなる差別も行わない。  

 

このようにインクルージョンの視点からも、キャンパスのダイバーシティを推進し、さらに多様

な人々が学べる場となることを目指している。社会人教育にも力を入れており、留学生も今後 1万

人に増やすことを目標としている。 

 

６．おわりに 

 今後ますます進展するであろうグローバル化は、「人」「モノ」「金」が国際的に動くことを意味す

る。こうした新しい社会に対応するためには、言語だけでなくものの見方や考え方などの面でも海

外の人と交流する力を育てることが必要である。インクルージョンという視点からキャンパスのダ

イバーシティを推進することは、国籍、性別、障害の有無など様々な人が集まることを可能にする。

大学における教育・研究・就労に関わる人の多様化は新たな発想を生み、大学をアカデミックコミ

ュニティとしてより進化させることにつながる。 

現在本学では学生が政策提言を行う「Waseda Vision 150 Student Competition」を開催してい

るが、今後も学生の声を取り入れながら、将来構想に基づき学生と研究者のグローバル化と多様性

の推進に努め、本学の男女共同参画とダイバーシティを推進していくことで、より良い教育・研究

環境の整備を進める必要がある。 


